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平成２２年度決算に係る健全化判断比率

及び資金不足比率の審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条

第１項及び第２２条第１項の規定により審査に付された、平成２２年度決算に係

る健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した

書類について審査した結果、次のとおり意見を提出します。





第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）に定める平成

２２年度決算に係る実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率

（以下「健全化判断比率」という ）及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事。

項を記載した書類を審査の対象とした。

２ 審査の方法

審査に当たっては、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事

項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として、関係諸帳簿及び証書類の調

査照合を行うとともに、関係部局から説明を聴取し、併せて決算審査及び定期監査の結

果も参考にして審査した。

第２ 審査の結果及び意見

１ 審査の結果

審査に付された下記の健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる

事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

○健全化判断比率 (単位：％)

平成２２年度決算 平成２１年度決算 早期健全化基準 財政再生基準

実 質 赤 字 比 率 － － ３．７５ ５

連結実質赤字比率 － － ８．７５ ２０

実質公債費比率 ２５ ３５１６．７ １５．４

将 来 負 担 比 率 ２６３．４ ４００２４１．１

（注）実質赤字額及び連結実質赤字額が生じていないため 「－」と表示した。、

○資金不足比率 (単位：％)

区 分 会 計 名 平成２２年度決算 平成２１年度決算 経営健全化基準

地方公営 流域下水道特別会計 － －
企業法非
適用企業 港 湾 整 備 特 別 会 計 － －

地方公営 中 央 病 院 事 業 会 計 － －
企 業 法 ２０
適用企業 高 松 病 院 事 業 会 計 － －

港湾土地造成事業会計 － －

水道用水供給事業会計 － －

（注）資金不足額が生じていないため 「－」と表示した。、
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２ 審査の意見

健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、全会計を通

じて黒字であり、実質赤字が生じていないことから、健全な段階にあることが確認され

た。

また、実質公債費比率については、前年度を1.3ポイント上回る16.7％、将来負担比

率については、前年度を22.3ポイント下回る241.1％と、両数値とも早期健全化基準を

下回っており、健全な段階にあることが確認された。

さらに、公営企業に係る資金不足比率については、いずれの会計も黒字であり、資金

不足は生じていないことから、経営が健全な段階にあることが確認された。

一般会計の実質収支が黒字となっているのは、財政調整基金と減債基金を合わせて

15億円取り崩したことなどによるものである。

また、歳出面では、公債費については、県債の新規発行の抑制により、償還財源が確

保されている臨時財政対策債及び転貸債（復興基金分）を除いた通常債のベースではピ

ークを越え、今後減少することが見込まれるものの、依然として高負担であることに変

わりはなく、実質公債費比率についても、前年度を上回ったところであり、県債の発行

に国の許可が必要となる18％超えを回避するため、県債の繰上償還などの対策を今後も

着実に実施していくことが重要である。

これに加え、高齢化社会の進展による医療・介護などの社会保障関係経費の増加傾向

は今後も変わらず、職員の大量退職により退職手当も今後高い水準での推移が予想され

るなど、義務的経費が財政を圧迫する状況が続くものと見られている。

さらに、歳入面では、長引く景気低迷の影響で、県税収入は平成21年度と平成22年度

の２年間で大幅な減収となったところであり、最近、景気が持ち直しの傾向にあるとの

見方もあるが、東日本大震災の影響や円高など先行きに不透明感があり、依然として厳

しい状況が見込まれている。

このように本県財政は、引き続き厳しい運営を強いられるものと見込まれる中、県で

は、新たな「財政の中期見通し」を踏まえて「石川県行財政改革大綱2011」を策定し、

現在 「スリムで効率的・効果的な組織体制の整備 「厳しい財政状況の下での財政健、 」、

全性の維持 「県行政の守備範囲・業務執行体制の見直し 「地方分権時代を担う人材」、 」、

の育成と県民の視点に立った行政サービスの提供」の４本を柱とする改革に取り組んで

いるところであるが、県財政を取り巻く現下の厳しい状況に鑑み、行財政改革大綱の進

行管理と評価を徹底し 「選択と集中」により自立的かつ持続可能な財政基盤の確立に、

努められたい。
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付 表

１ 実 質 赤 字 比 率

２ 連 結 実 質 赤 字 比 率

３ 実 質 公 債 費 比 率

４ 将 来 負 担 比 率

５ 資 金 不 足 比 率

（参考）

健全化判断比率等の対象範囲
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一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

一般会計等の実質赤字額（A)

※実質赤字額は発生していない

一般会計等に係る実質収支額（A) （単位：千円）

　 553,545,252 546,864,454 26,906,308 20,979,334 753,824

　 5,362,645 4,610,724 0 0 0

200,594 200,594 0 0 0

171,454 128,953 0 0 0

3,784,735 907,788 0 0 0

273,521 17,946 0 0 0

263,586 29,948 0 0 0

104,118 38,612 0 0 0

1,690,073 1,469,630 0 0 0

1,069,934 329,091 0 0 0

155,335,836 155,335,836 0 0 0

721,801,748 709,933,576 26,906,308 20,979,334 753,824

（単位：千円）

　 　 　 　

　 　 　

　 　

　 　 　

42,501

2,876,947

255,575

0

5,187,374

233,638

65,506

220,443

740,843

＝ －

標準財政規模（B)

【計算式】

0

事業繰越額(4)

0

751,921

翌年度に繰り越すべき財源 

繰越明許費・
事故繰越額(3)

左記に係る未収
入特 定財 源 (5)

１ 実質赤字比率

　
－

303,366,238

  実質赤字比率  ＝

実質収支額
(1)-(2)-(3)-

(4)+(5)

証紙特別会計

土地取得特別会計

母子寡婦福祉資金特別会計

就農支援資金特別会計

林業改善資金特別会計

沿岸漁業改善資金特別会計

金沢西部地区土地区画整理
特別会計

中小企業近代化資金貸付金
特別会計

育英資金特別会計

合　   　 　　　計

標準財政規模（B)

公債管理特別会計

歳　出　総　額
(2)

標準税収入額等

普通交付税額

臨時財政対策債発行可能額

区   　　　　　分 金　　　　　額

会      計      名
歳  入  総  額

(1)

一
般
会
計
等
に
属
す
る
特
別
会
計

一般会計

合　　   　　　計

117,580,849

126,243,510

59,541,879

303,366,238
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※連結実質赤字額は発生していない

一般会計等に係る実質収支額（A) （単位：千円）

　 553,545,252 546,864,454 26,906,308 20,979,334 753,824

5,362,645 4,610,724 0 0 0

200,594 200,594 0 0 0

171,454 128,953 0 0 0

3,784,735 907,788 0 0 0

273,521 17,946 0 0 0

263,586 29,948 0 0 0

104,118 38,612 0 0 0

1,690,073 1,469,630 0 0 0

1,069,934 329,091 0 0 0

155,335,836 155,335,836 0 0 0

721,801,748 709,933,576 26,906,308 20,979,334 753,824

一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の特別会計に係る実質収支額（B) （単位：千円）

　 8,789,692 8,789,422 0 0 270

公営企業会計（法非適用企業）に係る資金剰余額（C) （単位：千円）

2,954,810 2,946,545 3,606 3,606 8,265

976,541 976,322 58,650 58,650 219

3,931,351 3,922,867 62,256 62,256 8,484

公営企業会計（法適用企業）に係る資金剰余額（D) （単位：千円）

6,274,422 1,883,985 34,000 －    4,424,437

1,440,610 233,176 0 －    1,207,434

　 1,804,885 492,688 0 652,836    1,142,049

6,306,002 972,730 235,000 －    5,568,272

15,825,919 3,582,579 269,000 652,836 12,342,192

（単位：千円）

歳　入　額
(1)

歳   出   額
(2)

繰越明許費(3)

0

0

資金剰余額

(1)-(2)-

(3)-(4)+(5)
左記に係る未収
入特定財源(5)

0

控　除　額
(4)

歳 出 総 額
(2)

会      計      名
歳 入 総 額

(1)

一
般
会
計
等
に
属
す
る
特
別
会
計

公債管理特別会計

証紙特別会計

中小企業近代化資金貸付金
特別会計

就農支援資金特別会計

沿岸漁業改善資金特別会計

金沢西部地区土地区画整理
特別会計

控除未払金等
(3)

資金剰余額
(1)-(2)+

(3)+(4)-(5)

左記に係る未収
入特定財源(5)

事業繰越額(4)

220,443

740,843

0

5,187,374

翌年度に繰り越すべき財源 

0

0合　　　　　　　計

482,688

実質収支額
(1)-(2)-(3)-

(4)+(5)

0

事業繰越額(4)

0

751,921

翌年度に繰り越すべき財源 

繰越明許費・
事故繰越額(3)

流 動 負 債
(2)

金　　　　　　　額 303,366,238

港湾土地造成事業会計

標準財政規模（E）

中央病院事業会計

高松病院事業会計

0水道用水供給事業会計

482,688合　　　　　　　計

実質収支額
(1)-(2)-(3)-

(4)+(5)繰越明許費(3) 事業繰越額(4)
左記に係る未収
入特定財源(5)

 公営競馬特別会計

会      計      名

林業改善資金特別会計

育英資金特別会計

合　　　　　　　計

会      計      名

流域下水道特別会計

港湾整備特別会計

会      計      名

 全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率

【計算式】

２ 連結実質赤字比率

255,575

42,501

2,876,947

土地取得特別会計

母子寡婦福祉資金特別会計

 一般会計

  連結実質赤字比率 ＝
  連結実質赤字額（A)+(B)+(C)+(D)

303,366,238

 標準財政規模（E)

長期借入金
(5)

－
＝　－

歳 入 総 額
(1)

歳 出 総 額
(2)

翌年度に繰り越すべき財源 

233,638

65,506

0

流 動 資 産
(1)
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【計算式】

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

３か年平均 ( 15.06462 ＋ 17.35897 ＋ 17.87039 ）÷３＝１６.７％

36,842,066 42,340,912 45,221,315
244,560,219 243,913,754 253,051,701

　　 （単位：千円）

　 88,440,105 89,413,073 92,522,427

3,312,506 3,376,549 3,013,425

54,910,545 50,448,710 50,314,537

299,470,764 294,362,464 303,366,238

標準財政規模（D)－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）(C)

（地方債の元利償還金(A)＋準元利償還金(B)）－
（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額(C))

地方債の元利償還金(繰上償還額、特定財源等を除く）(A)

平成２１年度

３ 実質公債費比率

平成２２年度区　       　　  　　　　分 平成２０年度

　

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率（３か年平均）

 実質公債費比率＝

準元利償還金(B)

元利償還金と準元利償還金に係る基準財政需要額算入額（C)

標準財政規模（D)
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【計算式】

610,206,215
253,051,701

　将来負担額（A)

　充当可能財源等（B)

　標準財政規模（C)

　

元利償還金と準元利償還金に係る基準財政需要額算入額（D)

将来負担額（A）－ 

=241.1 %

 将来負担比率＝

 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

(充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)(B)

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

37,431,747

5,785,381

0

1,467,762,785

3,996,817

1,982,231

4,482,367

金　　　額区                                    分

11,237,946

585,332

40,638,845

74,283

2,081,470

2,225,707

港湾整備特別会計

一般会計

会　　　計　　　名　　　等

計

一般会計

母子寡婦福祉資金特別会計

中小企業近代化資金貸付金特別会計

就農支援資金特別会計

流域下水道特別会計

金沢西部地区土地区画整理特別会計

金　　　額

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

0

計

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

土地開発公社

第三セクター等

地方債の償還額等に充当可能な基金

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

連結実質赤字額

303,366,238

77,669,964

118,721,071

661,165,535

857,556,570

50,314,537

４ 将来負担比率

地方債の現在高

債務負担行為に基づく支出予定額

標準財政規模（C)－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）（D)

中央病院事業会計

一般会計

水道用水供給事業会計

43,217,128

1,208,677,518

設立法人の負債額等負担見込額

公営企業債等繰入見込額

退職手当負担見込額

1,252,057,448

2,840,325

道路公社

156,767,896

高松病院事業会計

192,866

計

金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額

金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額

地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入見込額

地方債の償還等に係る基準財政需要額算入見込額
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※下表のとおり各会計の資金不足額は発生していない

　資金不足額（△は資金の余剰を示している）（A) （単位：千円）

流  動  負  債 流 動 負 債 流  動  資  産 長 期 借 入 金 資 金 不 足 額

（歳　出　額） 控除未払金等 （歳　入　額） （△資金剰余額）

（D) （E) （F) （G) （D)-(E)-(F)+(G)

2,946,545 0 2,954,810 - △ 8,265

976,322 0 976,541 - △ 219

1,883,985 34,000 6,274,422 - △ 4,424,437

233,176 0 1,440,610 - △ 1,207,434

492,688 0 1,804,885 652,836 △ 659,361

972,730 235,000 6,306,002 - △ 5,568,272

　　　　　 △ 11,867,988

事業の規模（B) （単位：千円） 　

営  業  収  益 受託工事収益 事 業 の 規 模 　

（H) （I) （H)-(I) 　

986,292 0 986,292 　

247,794 0 247,794 　

15,383,675 0 15,383,675 　

2,455,370 0 2,455,370 　

6,551,715 0 6,551,715 　

25,624,846 　

事業の規模（宅地造成事業）（C) （単位：千円） 　

資　　　  本 負　　　  債 事 業 の 規 模 　

（J) （K) （J)+(K) 　

2,481,823 1,145,524 3,627,347 　

　    資金不足比率＝

５ 資金不足比率

公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率

【計算式】

資金の不足額（A)

事業の規模（B)又は（C)

会　　　　計　　　　名

流域下水道特別会計

港湾整備特別会計

合　　　　 　　　　　計

会　　　　計　　　　名

港湾整備特別会計

中央病院事業会計

高松病院事業会計

港湾土地造成事業会計

港湾土地造成事業会計

会　　　　計　　　　名

水道用水供給事業会計

水道用水供給事業会計

合　　　　 　　　　　計

流域下水道特別会計

中央病院事業会計

高松病院事業会計
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健全化判断比率等の対象範囲

県 の 会 計 区 分

一 般 会 計 等  一般会計

 証紙特別会計

 土地取得特別会計

 母子寡婦福祉資金特別会計

 中小企業近代化資金貸付金特別会計

 就農支援資金特別会計

 林業改善資金特別会計

 沿岸漁業改善資金特別会計

 金沢西部地区土地区画整理特別会計

 育英資金特別会計

 公債管理特別会計

公 営 事 業 会 計  公営競馬特別会計

地 方 公 営 企 業 法  流域下水道特別会計

非 適 用 事 業  港湾整備特別会計

地 方 公 営 企 業 法  中央病院事業会計

適 用 事 業  高松病院事業会計

 港湾土地造成事業会計

 水道用水供給事業会計

一部事務組合等 －

－

 石川県道路公社

 石川県土地開発公社

 石川県住宅供給公社

 (財)石川県林業公社

 (社)石川県農業開発公社

 (財)石川県県民ふれあい公社

 (財)石川県産業創出支援機構

 (財)石川県地場産業振興センター

 (財)いしかわまちづくり技術センター

 石川県信用保証協会

（　参 考　）

地方公社・第三セクター

収 益 事 業

公 的 信 用 保 証 機 関

会  計  区  分

公
営
企
業
会
計

一部事務組合・広域連合

地 方 独 立 行 政 法 人

実
質
赤
字
比
率 連

結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率


